
憲法改正の手続き

国会

天皇が国民の名に

おいて公布
天皇の国事行為

・法令の公布 （憲法改正、 法律、 条約などの公布）

・ 内閣総理大臣の任命

・最高裁判所長官の任命

・国会の召集 （内閣が決定、 天皇が召集）

・ 衆議院の解散 (内閣が決定、 天皇が宣言）

・ 栄典の授与

・総選挙の公示
・恩赦の認証 (刑罰を軽くする事を認証する）

※指名ではないので注意

国民投票

衆議院 参議院

⇒ ⇒ ⇒

⇒
憲
法
改
正
案

憲
法
改
正
の
発
議

総議員の三分の二以上

の賛成

総議員の三分の二以上

の賛成

有効投票の過半数

の賛成

※衆議院、 参議院はどちらが先でもよい

⇒


